
泰平組合の武器輸出

はじめに

名古屋　貢

日本は、明治維新以降「殖産興業」と「富国強兵」を掲げて、国力の充実と戦力の

増強を図った。その結果日清戦争と日露戦争に勝利するが、その過程で、兵器を自給

自足できる体制を築き上げ、歩兵銃は国内生産でまかなうことが可能となった。日露

戦争の終了と同時に、兵器製造設備は過剰となったが、国防上の観点から、工廠の設

備は縮小せず維持し続けることが検討され、その設備維持方策として、製造した兵辞

を輸出することとした。しかし、陸軍は、自ら直接兵器を輸出することはせずに、民

間に任せる方式をとった。そのために泰平組合が設立された。泰平組合が特に力を注

いだのは、中国市場である。兵器の市場性という視点から見た静合、当時の中国は群

雄割拠の軍閥が存在し、その軍閥が繰り広げる内戦によって大量の兵器を受け入れる

素地が存在していた。この市場性は日本に限らず、列強各国にも格好の場を提供したo

本論では、泰平組合の設立から解散までの組紋の変遷、中図-の兵器輸出の実練及

びそれに係わる諸問題、そして泰平組合の兵器輸出が日本の国策の変質に伴って中国

市場で急速に停滞していく情況と泰平組合が不要となっていく過程を明らかにする。

泰平組合についての先行研究には、芥川哲士氏の一連の研究(1)がある。芥川氏の「武

器輸出の系譜・泰平組合の誕生」は、明治5 (1872)年に行われた政府未使用兵器の

輸出から、南部併次郎少佐砂のr南清視察報告書J (カが陸軍に提出されてから泰平組合の

設立までがまとめられているが、本研究では「南清視察報告書」に付属している日記に

記されている当時の中国の兵器事情を検討し、報告書の趣旨を再構成することにつとめ

る。また、芥川氏が筆を進めていない第一次他界大戦以降泰平組合の解散までを対象と

する。
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第1節　兵器輸出会社設立の必要性

明治40 (1907)年3月28日、東京工兵廠堤理西村精一は、陸軍大臣寺内正毅に宛

てて、工廠のあり方に付いての意見具申を行った。その際、工兵廠の今後を考える上

での参考資料として「南清視察報告書」をあわせて提出した。この「南滑視察報等書」

をまとめたのは、三八式歩兵銃紬の設計者として有名な南部燐次郎少佐であった。

東京工兵廠堤理の意見具申の背景には、日露戦争で拡大した兵器製造能力の余剰が

あった(5)この解決のために、工廠が製造する兵器を輸出することとしたのである。そ

して、日本からの兵器輸出の有望な市場として清国が選択された。このため清国市場

を十分に調査するとともに、本格的な兵器輸出に際して予想される諸問題を検討する

必要に迫られた。この調査を命ぜられたのが、南部少佐であり、南部が作成した報告

書が「南清視察報告書」である。陸軍は、この報告書にもとづいて兵器輸出の準備を

進めることになる。

以下、南部の日記によって、当時の中国の兵器事情について明らかにしておく。南

部は、杭州において当地滞在の日本人応碑武官と会見し、杭州の兵力及び装備の情報

を収集している。それによれば、新式歩兵1連隊と旧式歩兵1連隊の合計2連隊が存

在しており、新式歩兵連隊は中国湖北製の8mm口径モーゼル銃を使用し、旧式歩兵連

隊は単発のモーゼル銃を使っていることが判明した。南都は、杭州布政使(6)と面会した

際に、 「裏世軌、張之洞、端方等の中央の総督は、すでに日本の兵器の採用を開始し

ている」と杭m布政使に灰めかした。これを受けて布政使は、翌年には混成旅団を編

成する計画があり、その装備として日本製兵器の採用を検討しているとの内部情報を、

南部に示している。また蘇州でも、杭州の時と同様に、各種の情報収集を行った結果、

蘇州の兵備状況は、新式歩兵1連隊及び新旧混合の歩兵連隊1連隊の2連隊があり、

その装備は、新式連隊は三井が販売した日本製三十式歩兵銃を装備しており、旧式の

歩兵連隊は8 n皿モーゼル銃及び単発モーゼル銃を使用していた。このように、地方の

兵器調達状況をも考えあわせると市場性は十分に認められるとしている。

南部は南京でも種々の軍事情報を得た。それによれば、日本の兵器とドイツの兵器

が混在しており統一した運用が不可能な状態であることを知ったうえで、現地司令官

と会見し、日本製兵器を全面的に採用するように要請した。しかし、現地司令官から

は、ドイツとの関係上すぐにはそのようなことは出来ないと断わられている。現地司

令官が、南部の提案を断った理由は、南京では総督の端方をはじめ、多くがドイツで
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教育を受けたか、もしくは応聴ドイツ武官に教育を受けた人物が多いという事情があ

った。また、安慶でも兵備状況を確認した。兵備は歩兵1連隊で使用歩兵銃は口径8

nmのドイツ製モーゼル歩兵銃であった。中央政府の方針に従い、安慶でも新兵器購入

計画を持っていたが、すでにドイツ商人と協議を始めているとのことであったO相手

のドイツ人は、その年の初めまで南京において武官養成の教鞭をとっていた人物で、

その教え子の中には安慶の最高級武官である参謀部総弁采も含まれていた。人事面か

らもドイツの強さを見せ付けられたのである。

滑国-の兵器輸出は有望であるが、そこには強力なライバルとしてのドイツの存在

があること、そして、そのドイツの強さの秘密は、ドイツ商人が清国の事情を十分に

研究していること、接待していること、相当な値引きを行っていること、兵器代金の

支払い期限を長くしていること、自国の兵器の優位性を説いていること、清国の軍機

関で兵器教育を行っていることをあげ、それに対して、日本の兵器輸出の実態は、日

本の商社がめいめいに使用済みの銃や廃銃を売り歩いているという状況であり、工兵

厳が製造する新品の兵器輸出を行いうる状態にはなかった。そして、これまでと同様

の輸出方法を続けた場合、到底ドイツに太刀打ち出来ないことは明白であった。

南部は、この不利な状況の打開策として日本の商社がバラバラに行動すべきでなく、

商社を適合させ大きな資本の裏づけを構築すると共に、その商社活動を陸軍が全面協力

し援助することで、強力なライバルであるドイツに対抗しようと考えた。

第2節　泰平組合の概要

上述したような南部の考えを受けて、陸軍は泰平組合の設立を企図したのである。

泰平組合は、明治41 (1908)年6月4日付けで陸軍大臣寺内正毅が東京及大阪砲兵

工廠の製造する兵器及属品の販売を、合資会社高田商会(以下、高田商会) 、合名会

社大倉組(以下、大倉組) 、三井物産合名会社(以下、三井物産)の3社に対して許

可する旨の訓示を出したことに始まる。

陸軍大臣が出した訓辞の内容を、明治41 (1908)年7月25日付けの「外国へ兵器

売込二関ネル件」 (7)で確琵しておく。この訓示は、陸軍が必要とする兵器輸出商社の要

件を14項目にわたって示しているが、そのうち組合の特徴を知る上で重要であるのは

以下の条項である。
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第-条は、兵器を外国に売込むための組織を、高田商会、大倉組、三井物産の三社

で作ることを定めている。この三社が選ばれたのは、当時中国に対して兵器輸出を行

っていた実績が買われたものと思われるが、選定の過程は不明である。ちなみに、高

田慎蔵、三井八郎次郎、大倉喜八郎の名前は、泰平組合設立以前の陸軍の兵器払い下

げを受けた者としてしばしば登場する。

第二条は、工廠から組合-の払い下げ金額と、組合が兵器を輸出した際に受取る日

銭を定めている。その代俵であろうが、輸出会社の売渡し価格には制限を設けないと

している。この条項を入れた陸軍の意図は、どうしても兵器輸出商社が欲しいがため

に、輸出会社の構成員に逃げられないように好条件を提示したものと考えられるが、

このような方策を採らなければならないほどに、陸軍は兵器輸出に自信が持てないで

いたとも考えられる。

陸軍大臣の訓示を受けて、高田商会、大倉組、三井物産は組合契約の公正証書を作

成した。この公正証書の内容で重要な条項について以下で確落しておく。第二条では、

利益が出た場合も損失が出た場合も、また工廠-の前払金も総て金に関係するところ

は、三社で均一に分けるとした。第四条は、兵器売り込みの組合名称を定めており、

日本では泰平組合、海外では、泰平公司とした。このことから、輸出相手先として中

国を念頭においていたことがわかる。また、第十条では、組合の契約期間は10年とさ

れている。第十一条及び第十二条は、自己都合で組合から離脱あるいは組合を解散す

るときは陸軍大臣の許可が必要であるとしており、陸軍の強い意志を感じさせる条項

である。以上のような内容の公正証書を、明治41 (1908)年6月10日に高田商会、

大倉組、三井物産の連名で陸軍大臣寺内正毅に提出し許可されたことで組合が正式に

発足することになった。

第二回次(8)大正7(1918)年6月8日　契約期間5年

第二回目の契約では、大正7 (1918)年6月4日付けで組合員である三井物産、大

倉組、高田商会の連名で、前回にならって10年の契約延長を願い出た。しかし、陸軍

内部には、第二次の契約更改に際して組合をいったん解散させ構成員を変更して再ス

タートしたいとする考えがあった。この間の事情は、組合契約更新の検討書類「語義

案」 (9)に見ることができる。この講義案は、文頭に明治41(1908)年の組合設立の時の

大義名分を再度記載している。このことをあらためて述べていることには、なにか理
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由があるはずである。この点については、前回の契約期間に組合や陸軍に何が起きて

いたかを考えあわせると、その背景が理解出来る。

組合は、第一次他界大戦中にイギリス、フランス、ロシア-大量の兵器輸出を行っ

て莫大な利益を得た。また中国-の兵器輸出契約が成立した時期でもあった。兵器輸

出は独占的に行われていたため、他の商社にとっては、羨ましいことであったに違い

ない。このような背景を考えると、ほかの会社が組合-の参加を求めて、政府に働き

かけた結果、適当な実業家を網羅して新たな輸出商社を作るべきではないかとする案

が、 「請議案」に盛り込まれたと考えられる。しかし、結局、諦義案は採用されず、

構成員は第-回次のまま、そして契約期間は10年ではなく5年間と決定された。

最終的には、陸軍大臣が新たな訓示を出すことで前回の訓示を失効させ、新組織と

して契約することになった。構成員は大正7 (1918)年6月10日に公言正人役場で公正

証書を作成し、これを陸軍に提出して認可を受けた。

前回の組合契約証香と比較して大きな変更点を要約して記すと以下のようである。

第四条では、通常は組合が扱うが、必要によっては政府が直接販売するとされている。

これは、第一次位界大戦時のロシア-の兵器輸出のような大量の注文に、いちいち泰

平組合を通すことがわずらわしかったた糾こ書き加えられたものと考えられる。第五

条は、前回は価格に制限をつけていなかったが、今回は必要な掛合には価格に注文を

つけることが出来るように変更されている。第十四条は、組合は工廠から出荷した兵

器の代金の支払いを保障すべきであるというものであった。前回の契約にはない条項

が挿入された背景には、ロシア-輸出した兵器代金の支払いが遅延し始めており、支

払い遅延を防ぐために追加されたものと考えられる。そして第十四条を担保するもの

として第十五条で、組合から連帯保証人を出すことになり、三井物産の三井右衛門が

個人で連帯保狂人(10)となった。

第三回次ul)大正12(1923)年6月6日　契約期間3年

今回の訓示寅は、前回の訓示の陸軍大臣の名前の箇所を棒線で抹消し、新たに陸軍

大臣山梨半道を書き加えただけの簡単なものであった。今回も三井物産による陸軍省

に対する連帯保証が継続され、三井守之助を連帯保証人として指名している(12)

第四回次(13)大正15(1926)年06月17日　契約期間1年
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今回の契約の最大の懸案は、高田商会の倒産であったO泰平組合は、高田商会を含

めた三社の合同で運営することになっており、高田商会の倒産によって、組合の設立

要件を満たさなくなり組合を解散させなければならなくなる可能性があった。また、

組合は、中国に兵器の輸出契約を行い前受け金を受け取っていたが、後述する、列強

の「対支武器輸出禁止協定」の施行に伴って、兵器を引渡せなくなった事案が未解決

のままであった。このため組合に残った三井物産および大倉組は、高田商会が受け取

った分の前受け金を肩代わりする事態が生じた。

結局、組合の構成員を三井物産と大倉組の2社とし、泰平組合の権利義務は、この2

社が引き継ぎ、契約期間は1カ年以内とすることで決着した。前回、第二回の契約時

には、多くの実業家や会社が泰平組合の組合員-の候補にあがっていたが,今回の契

約更新時に泰平組合に入ることを希望する会社は出てこなかった。

第五回次(14)　昭和2(1927)年6月16日　契約期間1年

第四回次では契約兵器の前受け金の返金問題が解決しなかったために、さらに1年

間の追加更新となった。前回の契約時に、 1年以内に片が付くであろうと考えていた

陸軍の予想が外れたことになる。

第四回次・第五回次の契約期間中には、組合による兵器輸出はほとんどなされなか

った。組合設立趣旨の、陸軍兵器廠の稼働率を維持しながら雇用を確保し、有事に備

えるこという当初の目的は、械能しなくなったのである。

第六回次(15)昭和3(1928)年6月20日　契約期間2年

昭和3 (1928)年6月11日組合契約継統噺が、三井物産・大倉組の連名で、陸軍大

臣白川義則に提出されたが、陸軍は契約更新にあたって、組合の構成員を3社に戻す

ことを強く勧めた。このため、三井物産と大倉組は、新たな組合員獲得に奔走するこ

とになるO新規加盟の勧辞を行った可能性のある商社としては、三菱商事や住友商事

が考えられるが、三菱商事は海軍との関係が癒按であることと、新しい兵器である飛

行機の輸入を手がけていたこともあり、この要鰍こは応じなかったと思われる。この

ような事情の下で、三井物産と大倉組2社による契約延長の願い出を提出せざるをえ

なかった。これに対して、陸軍は2社で運営することを認めたが、期間は二カ年と決

定した。その理由として、兵器の注文を受けても製造に長い時間がかかり、引渡しが1
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ya年以上にわたるため、組合の契約期間を1年ではなく複数年で契約したと説明してい

る。

第七回次(16)昭和5(1930)年6月21日　契約期間1年

この契約期間中の組合による兵器の輸出は、中華民国に新品の三八式歩兵銃2,000

挺<17)、中古1,400挺(18)と1,000挺(19)の合計4,400挺であった。

第八回次伽)昭和6(1931)年6月10日　契約期間3年

昭和6 (1931)年5月19日、三井物産と大倉組は連名で陸軍大臣南次郎に組合の契

約延長を願い出ている。そこでは、前回の契約期間が短かったために、ほとんど営業

にならなかったことを訴え、その解決方法として長期契約を希望している。これを受

けて、陸軍は契約期間の3年間延長を認めたo Lかしこの決着の裏側には、前回同様

に組合員の増員問題が絡んでいた。この間の事情を、 「泰平組合継続に関する件」 (21)

は、陸軍はあくまでも3社での運営を希望したが、どの会社も相手にしてくれないと

いう状況に変わりはなかった。泰平組合が強力に勧誘をおこなった会社のひとつであ

った三菱は結論を出さずにいた。三菱の本音は、組合-の加入をにべもなく断った場

合に独占的に行っていた航空機材の取り扱いをはずされるのを嫌ったことがあった。

三菱にしてみれば、既得権益である航空機材の輸出が、それまでどおり行えるのであ

れば、無理をしてまで組合に加入する必要はなく、むしろ今後大きな利益の見込める

航空機を独占的に扱うほうが有利であるとする判断して、泰平組合加入を断ったので

あろう。

第九回次(22)昭和9(1934)年6月21日　契約期間5年

昭和9 (1934)年6月7日、三井物産代表取締役南条金雄と大倉組頭取大倉音七郎

は連名で陸軍大臣林銑十郎あてに、組合契約更新の「御願」を提出した。その内容は、

前回は3年であった契約期間を、今回の契約では5年としてほしいというものであっ

た。結局要望通り、期間5年で契約の更新がなされた。今回の契約の特徴は、組合の

構成員を2社としたことである。陸軍は3社での組合運営に固執したが、新規組合員

を何度募っても集まらないために、三井物産及び大倉組の2社で組合を運営して行く
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腹を固めたものと見ることができる。そして、大正12 (1923)年の山梨陸軍大臣の訓

示を失効させ、新たに昭和9 (1934)年6月21日付けで林陸軍大臣が訓示を出した。

今回も兵器代金を保証するために三井物産三井守之助を連帯保証人とした。

契約満了　昭和14 (1939)年6月20日

第九回次の契約の5年後、すなわち昭和14 (1939)年7月28日に起案された「昭

和通商株式会社に関する件」 Cu)で、兵器輸出のための新たな組織として三井物産株式

会社、三菱商事株式会社、合名会社大倉商事の三社による新組織、昭和通商株式会社

が設立され認可されたoこれによって31年の間存続した泰平組合は解散したのであるO

泰平組合は、法人格を持つ会社ではなく、構成員が互いの権利と義務を公正証書に

書き記すだけの組合であった。このような組織が作られたのは、陸軍にも組合の構成

員にも利点があったためであるO組合側の利点は、設立した組織が法人格を有する場

合には、年1回必ず収入、支出を計算して利益又は損失を算出することが法律で定め

られているのに対して、法人格のない組合にはこれらは適用されないため、決算書を

公にしなくてもよく、利益を分配するだけでよかったことがある。これは、構成員に

とっては大きな利点である。さらに、陸軍が組合の経理監査を行う方法はない。他方、

陸軍の利点は、何か不祥事があった場合にも、自らは手を汚さなくてもすむ細線とし

て組合があったことであるo　もともと兵器輸出は政治的色彩が強いため、日本の立場

が問題になった場合、直接矢面に立たなくてすむための方便でもあった。

第3節　中国-の兵器輸出及び代金決済

中国は、泰平組合が当初から有望市場としてきた国であるため、輸出された兵器の

種類も量も多いが、とくに日本の主力輸出兵器であった三十式歩兵銃と三八式歩兵銃

の年代別の数量を表にまとめるとともに、輸出代金がどのようになっていたのか、ま

た代金清算の際の問題点をまとめる。

「表1三十年式歩兵銃及び三八式歩兵銃　中国輸出分」で兵程の輸出量をみると、大

正7 (1922)年と大正8 (1923)年の兵器輸出が最大である。この理由は、第-次位界

大戦でどの国も中国-兵器を輸出するだけの余裕がなかったことがおおきい。また、昭

和5 (1930)年からの輸出は全て中華民国向である。この時期に中華民国はドイツに兵
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器供給を依存しており日本から歩兵銃を輸入する必要はなかったと思われるQ　しかし、

三八式歩兵銃の実包の購入を続けていることから考えて、蒋介石配下の軍隊に日本の兵

器を使っている部隊があったと思われる。これらの結果、明治42 (1909)年から昭和6

(1937)年までの間に、三八式歩兵銃312,758挺、実包214,320,000発が中国に輸出さ

れた。また、三十式歩兵銃は29,657挺、実包は7,100,000発であった。当初は主力輸出

兵器であった三十式歩兵銃は、大正7年の輸出分以降は三八式歩兵銃が取って代わる。

三十式歩兵銃の実包は明治42 (1909)年、明治43 (1910)年、大正2 (1913)年の3

年に合計7,100,000発が輸出されたが、それ以降の輸出はなし㌔三十式歩兵銃では銃一

挺あたり約227発が供給されたことになるOまた三八式歩兵銃では約685発が供給され

たことになるが、これは三八式歩兵銃が中国で長く使用された結果であると考えられる。

次に、中国に輸出した兵器の代金決済状況をみる。代金決済には常に種々の問題が付

きまとっていた。最初に代金決済が問題化するのは大正2 (1913)年であった。この年1

月15日大阪砲兵工廠提理は陸軍大臣男爵木越安綱宛に、清国に輸出した兵器代金の支払

いがなかったことを報告している(24)陸軍は、この対策として未払金の半分を同年3月

30日までに支払わせることとし、残りを同年5月15日まで支払を延期する決定を下し

た。この代金は明治42年、明治43年に輸出された分である。支払いを開始してすぐに

咲いた駅である。その後もほとんどが借款に切り替えていくことになるが、決済状況を

全体的に把握できるものとして外務省が作成した大正14(1925)年12月31日付けの「対

支借款一覧表」 (嘘がある。この表には、軍事以外のものも含まれているため、その中か

ら泰平組合が関係したものだけを集めたのが「表2　大正14年末の借款残高」である。

借款の合計は6件で、合計金額は34,445,369円、利払い分も加えると、 50,915,480円と

なる。表2に記載された借款の経緯と残高について、各々の借款毎に説明すると次のよ

うになる。

泰平組合兵器第一次売込契約(26)

当初債務者は陸軍であったが、先にも述べた大正2 (1913)年1月15日の支払い分

を同年3月30日に支払い、残りを5月12日に支払うように期間を延長した。しかし、

結局現金での支払いが不能となったために、大正4 (1915)年12月1日代金を国庫証

証券に書き替えた。しかし、大正7 (1918)年9月末日満期分、大正8 (1919)年3

月末満期分および同年8年9月末日満期分は未償還となった。大正14 (1925)年末の

-9-



残高は、元金162,227円と未払利息22,914円、合計185,141円となる。その後この借

款は、昭和9 (1934)年の借款残高也7)から消されている。

泰平組合兵器第二次売込契約伽)

支払不能となったため、大正8 (1919)年7月1日に大正11 (1922)年6月30日

期限で869,291.96円の国庫証券を発行した。しかし、償還不能のため、元利と金利及

び次の期限までの利息を含め1,069,985円を国庫証券に書き換えた。また、この書換

には、大正14年(1926)末までの未払い利息283,887円が含まれている。

泰平組合兵器第三次及び第四次売込契約伽)

第三次及び第四次の契約金額は約39,600,000円で、実際に引き渡した兵器の代金の

うち、現金で組合に支払われた額を差し引き、残りを8回に分割して国庫証券を発行

した。また、都合8回の償還日と金額をr表3　支那政府発行国庫証券」としてまとめ

た。大正14 (1925)年9月4日に、組合と中華民国財政部との間に支払い延期の契約

が成立した。中国内戦のため大正8年5月在北京外交団の申し合わせにより本契約に

含まれる兵器の一部の交付を停止しているが、この延期契約には未交付の兵器代金も

含んでいる。

辺防軍用借款償却財務部国庫鉦券(30)

大正9 (1920)年3月に、支那政府顧問坂酉利八郎中将伽の依頼で貸与したもので

ある。坂西利八郎の少将時代に外蒙古の混乱に対して陸軍が機密費を用立てた。 「機

密費交付の件」 (32)によれば、その金額は機薗費50,000円であった。この資金によって、

坂西少将は泰平組合から大正9 (1920)年5月25日辺防軍訓練所用に歩兵銃の修理機

具を13,000円で購入した(33)ほかに坂西が購入したと考えられる兵掛こ、同年6月1

日南部式拳銃の実弾240,000発、 12,000円がある(34)。これを含めると、兵据購入に使

われた金額は25,000円となるが、残額の使途は不明である。そして、機密費から支出

した50,000円が返済不能となったために、借款として処理されることになったO大正

14 (1925)年末残高は元金50,000円、利息22,(泊7円で合計72,007円であるO

泰平組合兵器売込利払い借款泰平組合兵器売込利払い借款(35)
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第3次、 4次分兵器輸出の際の支払いが滞ったた桝こ、追加の利息を支払う必要が

あったが、そのための借款である。すなわち、利子を支払うために追加の借り入れを

したものである。この借款は再度借り換えたため利息が追加されている。当初契約額

は16,470,113円であったが、利息357,378円が追加され16,827,492円に膨れ上がっ

ている。

上記の借款の支払いもまた順当には進まなかった。特に、借款のうち最大のr泰平

組合兵器売込第三次、第四次契約供与」分の支払いは、金額が大きいだけに問題も多

く、これも最初の支払いから疎くことになる。支払いが混乱している状況は、大正8

(1919)年9月25日付けの大蔵次官神野勝之助から陸軍次官山梨半進にあてた「大正

七年九月発行支那政府国庫証券二関スル件」 (36)明らかになる。これによると、表3に

あるとおり、大正8 (1919)年9月23日が第-回目の償還日であった。しかし、

4,368,317.05円の支払いがなされなかった。この事億を陸軍大臣に通知したのがこの

文書である。通知を受けた日本政肺ま、現地に特命全権公使小幡酉吉を派遣し、中国

政府と協鼓することを指示した。日本政府が中国政府と交渉すべき内容は総額約

39,600,000円のうちの国庫証券での支払われた分32,021,548円の支払いと、その後の

対応についてであった。大正8 (1919)年9月25日に繰り延べとなったことから残り

の国庫証券も、支払いが遅延する可能性が高くなったのである。このときの協議内容

は、大正8 (1919)年10月23日付けで外務大臣内田康哉が陸軍大臣田中義一に「泰

平公司対財政部国庫証券ノ期限二関スル件」 (37)で報告している。この文書にある国庫

証券発行状況を表3にまとめた。

その後、再度借り替えた借款がどのようになっていったのかは、昭和9 (1934)午

12月31日作成のr対支借款一覧表」 (誠で確認することができる。昭和9 (1934)午

時点での借款の残額は、元本32,081,548円が65,522,721円に膨らんでいた。また利

払いのための借款は、元本16,470,113円であったものが33,638,235円となっている。

兵器代金の未収に対して日本政府は借款の償還延期で対応したが、こうした事態が発

生したのは、日本政府が相手の支払い能力以上に兵器を売りつけていたたあめである

と考えることができる。

以上のような借款の問題もさることながら、満州国の成立によって泰平組合の存続意義

が変化し始める。昭和7 (1932)年9月15日締結の日満議定書伽)によれば、日本の軍隊
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が満州に駐留し国防の任に当たるとされている。また、昭和7 (1932)年10月12日時

点欄1個軍の総兵力は138,836人であったとされており、歩兵銃を全員に割り当てる

と約140,000挺が必要となる(40㌔また、これまでの例にしたがえば、陸軍は泰平組合を

通じて満州国に兵器の供給を行ってしかるべきである。しかし、満州国については、陸

軍は組合を通じての輸出は考えていなかった。酢震、張学良の東北政権が育てた奉天

砲兵工廠を陸軍は接収し、技術や要員を日本国内から補充して、満州国の兵㌍製造拠点

として利用することを決めたOそして、名称を株式会社奉天造兵所とした。その後、康

徳3 (1936)年7月に「株式会社奉天造兵所法」 (41)を制定し国策会社とする準備を整え

ていった。陸軍の満州での兵器製造にかける意気込は「奉天造兵所に対する兵器注文に

関する件」 (叫こ契れている。奉天造兵所は昭和10 (1935)年12月4日に東京出張所か

ら陸軍に対して兵器図面の払い下を願い出るまでになっていった(43)

第4節　泰平組合を取巻く政治情勢

時期はさかのぼるが、中国の内戦が泥沼化した大正8 (1919)年4月、列強による

「対支武群輸出禁止協定」が結ばれた。この協定の趣旨は、北京に公館をおく各国が共

同歩調を取り1中国が内戦状態にある間は兵器輸出を停止することで、平和の回復を

促進しようというものであった。この「対支武器輸出禁止協定」により、泰平組合は

重要な輸出国であった中国に対して一切の輸出が不可能になっただけでなく、協定発

効以前に契約したが未出荷の兵器代金を返金するという問題を背負い込むことになっ

た。この「対支武器輸出禁止協定」成立の経緯は、外務省の「対支武器禁輸協定ノ由

来」によって明らかになる(W。当時、兵器輸出に関連して、日本が密接な関係を持っ

ていたのは、中国の中央政府及び甘粛、湖北、山東、黒竜江、漸江、山西、江蘇の各

省であった。泰平組合は大正7 (1918)年7月から11月の間に銃砲弾薬の供給契約を

結び、大正8 (1919)年1月から4月の期間に順次兵器を引渡すこととなっていた。

しかし大正7 (1918)年11月半ばから、中国で内戦を戦う双方に、問題を平和的に解

決しようとする機運が高まった。その結果、南北の内戦の当事者が上海に集まり、南

北妥協会議が開かれ戦闘の停止を相互に確緑した。ところが、泰平組合は、南北妥協

会議の確琵事項とは関係なしに、約束の期日に中央政府に兵器供給を開始した。その
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結果、組合が出荷した兵掛ま、北方派に渡ることとなった。この事態に南方派は猛烈

に反発した。その結果、日本の中国に対する兵韓輸出が列強の注視することとなったO

大正7 (1918)年末に、事態収拾を図るべく中国駐在の英国、米国、ソビエトの公

使が在北京の日本公使に対して、日本兵器の供給は時局の解決を妨げると考えられる

ため、兵器の供給を一時停止することを希望する旨の申し入れがあった。これを受け

て、陸軍大臣は、大正8 (1919)年2月25日東京及び大阪の工廠宛に供給停止を指示

した(45)こうした一連の日本政府の措置によって事態は一応収拾に向かうと考えられ

たが、大正8 (1919)年4月上旬米国のアンダーソン・メイヤー社が少数の兵器を湖

南省督軍に供給したという噂が立った。このため、在北京の日本公使館が、米国公使

に事実臆瓢を行った結果、その噂は事実であることが判明した。

その後、同様の串態の発生を避けるために、大正8 (1919)年4月8日北京で日本、

英国、米国、フランス、イタリアの5カ国が「対支武器輸出禁止協定」を結んだO　さ

らに、武器禁輸の実効をあげるために、同年4月26日北京外交団会議が開催され、日

本、英国、米国、フランス、イタリア、ロシア、スペイン、ブラジル、ポルトガル、

オランダ、ベルギー、デンマークの12カ国が「対支武器輸出禁止協定」を決議した。

この北京外交団会談の決議を受けて、日本政府は大正8 (1919)年4月29日に、中国

-の武器輸出の禁止を関銭決定した.しかし、 「対支武器輸入禁止問題二関シ在京外

交官ト会談」 (46)(こよると、 「対支武器輸出禁止協定」には、ドイツ、チェコスロバキ

ア、スエーテン、ノルウェー、ソビエトの5カ国は不参加であった。

以上のような経緯で「対支武器輸出禁止協定」が成立し、この協定は各国が中華民

国を承認するまで続くことになる。日本も昭和3 (1928)年に中華民国を承認するま

で輸出禁止を続けた。そこで、 「対支武器輸出禁止協定」が実施された結果、中国の

兵器流通はどのように変化したのか、すなわち兵器の輸入が完全に止まったのかにつ

いて検討する。

大正11 (1922)年度の列強の対中国輸出状況を「表4　対支列強兵器輸入情況」に

まとめた。この裏を見ても、協定を結んだ国も結ばない国も関係なく、中国に対する

輸出を行っていたことがわかる。

「対支武器輸出禁止協定」の長期化によって、泰平組合には未出荷分の返金問題が発

生した。協定締結後、日本政府は、中国-の兵器輸出禁止の適用範囲を、あらたに発

生するものだけではなく、過去に成約し代金を受け取ったものにも適用することとし

た。そして、前渡し金を受けているが、兵器を引き渡していない分を返金することに
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した。この返金問題の詳細を「組合二関スル件」 (47)で見てみる。第二回目の契約時の

大正6 (1917)年から大正8 (1919)年間には約3,000万円の輸出が成約したが、大

正8 (1919)年4月の「対支武器輸出協定」成立によりほとんど停止することになっ

た。未納になった兵器のうち、中央政府分、地方政府分を、未納兵器代金、手付金、

工廠予納金額、支那政府に対する「暗控」すなわちリベートおよび諸掛の項目につい

てまとめたものが「表5　支那政府及び地方政府-の返金額」である。表5によると、

泰平組合は中央政府から現金2,420,702円と国庫証券112,193円の合計2,532,896円

を受取り、地方政府からは現金1,008,100円を受け取った。その合計は3,540,996円と

なる。そして未納代金は中央政府、地方政府合計で14,250,446円となっている。しか

し、陸軍はこれらの内容を精査するうちに見過ごすことのできない問題を発見した。

大正15 (1926)年7月2日付で陸軍から外務省及び泰平組合、大蔵省、東京・大阪工

廠に出されたr支那行兵器契約解除二関スル件」 (48)によれば、組合は中国政府から手

付金として合計3,540,996円を受け取っていたが、このうちから919,779円をリベー

トとして払い戻していた。そのほか、工廠に予納金1,344,857円と諸経費48,186円が

支払われていた。そうすると354万円からこれらの金額を差し引いた約80万円の前受

け金が、組合の利益金となったことになる。しかし、組合は江蘇、湖南からは現金を

受け取っておきながら、工廠に支払うべき予納金を払っていなかったのである。こう

した事情を勘案して陸軍は返還金問題の処理方針を固めることとなる。解決法として、

中央政府分と地方政府分を別けて考えることはやめて一括して解決することとした。

そして現金は現金で、国庫証券は国庫証券での返還ということになった。返還の内訳

は、中央・地方合わせて現金での返還は3,428,802円とし、国庫証券での返還は112,193

円と決定した。次にその返還金の捻出方法を見てみると、組合は持っていた中国政府

の国庫証券約128万円と、工廠に提出していた予納金約115万5千円、合計約243万

5千円を返すことになった。この結果約98万5千円が不足することになるが、これは

組合が補填することになった。次に、組合が日本政府に割り引いてもらった国庫証券

の貫戻しであるが、大蔵省が保有している中国政府発行の国庫証券約11万円分を、年

利8%の複利で計算し総額189,678円55銭で買い戻すことで合意した。結局組合にと

って、 「対支武器輸出禁止協定」が締結された結果、陸軍に対する義務である予納金

未納の発覚や、現金化した国庫証券を買い戻させられ、利益があったと考えて三社で

分けた利益金は高田商会の倒産によって高田商会の返却分を含めて全額返金させられ

る結果を招いたのである。
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終わりに

第一次世界大戦以降、泰平組合の輸出が振るわなくなり、ついには組合の解散にい

たるが、これには三つの理由が考えられる。

ひとつは、陸軍が兵器輸出で得た利益を兵器の改良や生産性の向上に使うことがな

かったため、第一次世界大戦で質的に変化した兵詳体系に追随出来なかったことであ

る。兵器の輸入を検討している国から見た敏合、装備したいと考える兵器は、高性能

の兵器か、性能が二流でも価格が安いかのどちらかが選択の条件となる。ところが、

工廠が製造する兵掛ま、価格面でも性能面でも魅力のないものとなっており、競争力

のある兵器は歩兵銃くらいになってしまい輸出できるものがなくなったことがあげら

れる。

第二は、第4節でも見たとおり「対支武器輸出禁止協定」の成立である。組合は、

「対支武器輸出禁止協定」の成立とともに、自らが有望市場と考えた地域に兵器を供給

することができなくなった。その結果、内戦を戦う当事者は、兵器を供給してくれる

国と結びつくことになり、日本製の兵器は不要となっていった。この結果、 「対支武

器輸出禁止協定」は、日本が参加を決定した政策であるが、自らの政策が市場を閉ざ

すことともなった。陸軍の考えた輸出政策が、日本政府が列強の一員として義務を果

たそうとしてとった外交政策との間に矛盾が生じたためであると理解することができ

る。

第三は、昭和4 (1929)年以降の泰平組合は、日本と中華民国との対立のために、

活発な輸出が出来ないでいた。昭和7 (1932)年の満州国の成立は泰平組合にとって

千載一遇の好機であったはずである。しかし、陸軍は日本からの輸出でなく満州国内

で製造して、清洲国軍の兵器を賄うことを決定した。このために、泰平組合にとって

絶好の癖会と思われた満州国-の輸出からも排除されてしまい、兵器輸出商社として

の泰平組合の存在意義がなくなってしまった。

以上の3点が泰平組合を不要としていく大きな原因であった。
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表1三十年式歩兵銃及び三八式歩兵銃　中国輸出分
3 0 年 式 歩 兵 銃 3 8 年 式 歩 兵 銃 J A C A R リ フ ァ レ ン ス . コー ド

疏 ー 実 包 疏 実 包 1 2 3 4

明治 42 年 2,63 1 1∝),000 0 0
C 030229

68200

C O 30 229

73 400

C 0 30 229

7 3400

明治 43 年 426 5,∝札000 0 0
C O30229

88400

0 m

17Oα)

大正 2 年 0 2,000,OC氾 0 0
馳

29200

大正 6 年 26,600 0 139.450 1∞ .410,I(X 氾
C O30224

16300

C 030224

16900

伽 2別

43700

C 030 224

47300

大正 7 年 0 0 9 4,658 87,100,00
C O30101

15800

C α30224

46600

C O誕)224

47 100

C 030 224

72600

大正 8 年 0 0 40 -∝氾 4珊 ∝X)
伽 2加

77000

C ∝m

73600

大正 1 1年 0 0 1.600 77 0L∝氾
C 030254

0 1よ氾

大正 13 年 0 0 2卯 1,000,000
(加 119

6 7300

0 )1抑 7

4 1400

大正 14 年 0 0 10,000 5,000.00 0
0 刃Oz 汀

055∝,

昭和 3 年 0 0 1,750 0
C 0 1∝泊8

12000

昭和 4 年 0 0 3a ) 90,0 00
C 01∝)39

12800

昭和 5 年 0 0 4,400 6,800,0c氾

C 0100 39

15900

C0 100 39

19400

C 0 10C脚

1∝XX)

C O l0039

18700

C 0 1脚

19000

C O l00 39

19 300

昭和 6 年 0 0 10,600 650,∝氾
C0 10039

53800

C OI別)讃,

5 1200

昭和 1 1年 0 0 6.0 ∝) 4.∝xxooo
C 010C氾1

452∝)

C 0 1∝氾1

5(孤

C 0 10042

4 1500

昭和 12 年 0 0 2,0C氾 4.∝氾LO OO
C 010043

457∝)

C 0 1【X 籾

8細
」蝣 fff 29.65 7 7.1脚 3 12.758 2 14.320.0 ∝,

出所・注:表中のJACARリファレンスコードは、アジア歴史資料センターのリファ

レンスコードである。
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表2　大正14年末の借款残高

名称 爽紛柳(円)
大正 14 年末

技高(円)
当 用途

成立年月 日

契約期限
刺

率

1
●平抱合兵帥 一次先込努的 1,348,8 34 185,141 泰平組合 兵器代金

明ft 44 年 10 月 23 B

大正 13 年 α7 月 3 1 日 7,ち

2
暮平抱合兵聯 = 紙 込舞的 ㈲ 1,069,985 1,353,872 泰平抱合 兵辞代金

大正 06 年 11 月 15 日

大正 11 年 12 月 31 日 8%

3
事弔抱合兵J,姉三組 込無的

32 ,82 1,548 32,7 77,673
轟棚 倉 兵器代金

大正∝i年 12 /1 30 日

大正 16 年 09 月 23 日 8%

4
暮平抱合兵器努四次発込 泰平組合 兵捨代金

大正 07 年 (刃月 30 日

大正 16 年 ∝,月 23 日 8%

5
脚 用件相 知肘棚 Jr柾か

† 50,00 0
72 ,007 恭平組合

辺防 軍教育費

並給与

大正 の 年 の J¥ 08 日

大正 09 年 11 月 30 日 8%

6
. 弔■合兵事た込糾払い肝■ 16 ,470,113 16,827,492 泰平抱合

第 3 次、4 次分

串払

大 正 14 年 `カ月 04 B

大正 16 年 09 月 23 日 8%

出所: JACAR:B02130019500 (第5画像目、第6画像目) 、外務省外交資料館、調書、

調書、亜細亜局、 「中央琴府之部」より泰平組合分を抜き出し作表。

表3　泰平組合兵器売込第三次、第四次契約分　中国政府発行国庫証券

大正8年9月28日現在
発行回教 契約 発行期日 脚 円)

妨一回 民国 2 年 12 f]契約 民∬ 7 (1918) 年 9 月2 3 日 4,368,3 17.05

m z jE 阿申 年 10 月 0 1 日 4,342,5∝).00

第三回

民国 7 年 7 月契約

民国 6 年 12 月鞄的

同年 年 10 月 3 1 日 4,34も5(氾l00

射四回 同年 年 11 月 07 日 2,7 20,(X カ.00

姉五回 岡申 年 11 月 30 日 2.18Q 0Cn .00

第六回 同年 年 12 月 23 日 3.180.0C泊.00

弗七回 民図 8 (19 19) 年 1 月 31 日 3,180,000 .(刀

姉八回 同年 年 2 月 28 日 4,342,500 .00

合計 28 .655.817.(近

出所:JACAR:C03022487300 (第10画面目) 、密大日記、密大日記　大正8年4冊

のうち4 「泰平公司対財政部国庫証券ノ期限二関スル件」 (防衛庁防衛研究所) 0
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表4　大正11年度列強対支兵器売込調査一覧表　　　大正12年1月綱　参謀本部
供給国 米、伊、独、仏、鼻、丁 米、英、伊 伊、独 米、伊、仏

供給先 満州 北支部 広東 雲南

火砲 野砲 12 門 火砲 2 PI
野砲 14 PI、

軽砲 若干

砲弾

爆弾 140.Cカ0 発 弾薬 7 柄分 爆弾 200 碑

′

狙撃砲弾 5,000 発 砲弾 10,000 発

山砲顧粁 4,000 発

7.7 c m 砲弾 10,0の 発

武器弾薬 9 00,仰 O 禿

砲弾 1,600 発

蝣J>ォS

レミン トン妹兵銃 20,000 挺

モーゼル銃 800 挺

虞式銃 0 挺

小銃 60 ,550 挺

拳銃 850 挺

′ト 162∝)挺 小銃 3,000 艇

/j潮

手相弾 53,000 発 手相弾 8 l∝沿菟

′)働 5,4 51,000 菟

弾薬 2 貨叫分

小銃弾 8,000 ,000 発

捜脱銃

洩関銃 34 挺 蝕的統 16 挺

棚 銃弾 1,5 10,000 発

醐 用棚 銃 8 丁

tW 銃 4.0C泊,(氾 )発

飛行糠 15 台 16 台

軍用繊打及

び通惜織材

タンク 4 台

武辞 ボギー真 16 柄分

無線柵 12 組

側 4 基

電話幾 326 何

故穣線 400 K m

鉄条網用蛾 1 万円分

兵法 2.500.0Cか元分 多数良好 東棟屯′綿 若干

兵醇製造機

被套製造機 17,0御 門

小銃製迫機

大砲製造機

砲弾製造機

織脚 造織

兵推製造機 1,5∝)包分 兵幣制亀tB

(1 ケ月 小銃 25

虹 坤薬 50 kg)

軍装品 革製防寒用服 100 万円分

土工具 別 ,000 挺

十字鍬 3,000 挺

円匙 3 .0C氾挺

小十字鰍 5 .0C氾挺

′Jt円匙 10.∝氾挺

行軍用天幕 136

Dm * 件薬 120 箱 セメン ト若干 恨 火薬 若干

出所:JACAR:C03022621200、密大日記、密大日記　大正12年6冊の内第5冊「対

支列国兵器輸入状況」 (防衛庁防衛研究所) 0
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表5支那政府及び地方政府-の返金額

区分 未納兵鰭代金 前渡 し金又は手付金 砲兵エ麻への予約 金 支那官憲に対するP肘空 w m

中央政群分 ll,5 94,206 2,5 32▼895 1,144.609 75 3,623

地 方肺 分 2,6 50,240 l.ooa ioo 2∝).248 16 6,153
江蘇 63 5.116 207,453 4 2.582

湖南 669 .珊 424,270 43 ,543

鞘北 47 6.196 137 .285 9 .862 30 .952

山東 69 4.848 220 .035 174,839 4 5.165

甘粛 6 0.1∝, 19 ▼057 15.543 3 .9 11
合計 14.250.446 3,5 40 .996 1.344 .857 9 19.779 48 ,186

出所:JACAR : B03030302100 (第4画面-第8画面) 、外務省記録1門　政治/1類

帝国外交、 2項　亜細亜、 「泰平組合に関する件」 (外務省外交史料館) 0

(1)芥川哲士「武器輸出の系軌『軍事史学』第21巻第2号、昭和60年9月/同r武器輸出の系譜

(下) J r軍事史判第21巻第4号、昭和61年3月/同「武器輸出の系譜一第一次世界大戦の武器

輸出」 r軍事史学』第22巻第4号、昭和62年3月/同「武器輸出の系洋一第一次世界大戦の武器輸

也(下) 」 『軍事史学』第23巻第1号、昭和62年6月。

(2)南部燐次郎は、東京砲兵工蔽′J潮製造所勤務時代に三八式歩兵銃を開発し、この功練が醒められ

最後は陸軍中将まで昇進した。

(3) JACAR:C03022862100、密大日紀、密大日記　明治40年r南沖視察掬(防衛庁防衛研究

所)。

(4)日露戦争の主力兵器三十式有坂銃を改良した銃が三八式歩兵銃である。三八式歩兵銃という名称

は、明治38 (1905)年に制定されたことに由来する。

(5)芥川哲士「武器輸出の系柑」 『軍事史学』第21巻第2号、 48ペ-ミら

(6)沖時代の一省の行政全般をつかさどる役職,

(7) JACAR:C03022924800 (第31画像目) 、密大日記　明治41年7月8月　r外国-兵器売込二関

スル件」 (防衛庁防御的屯所) 0

(8)JACAR:C03022445700、密大日記　大正7年　4冊の内の3, r砲兵工廠製造兵器ヲ外国二売込方

二付rPMニ組合を設ケル件」 (防衛庁防衛研究所) 。

(9)JACAR:C03022445700 (第4画面目)密大日記、密大日記　大正7年'4冊の内の3, 「砲兵工廠

製造兵器ヲ外国二売込方二付中間二組合ヲ設ケル件」 (防衛庁防衛研研。

(10)JACAR:C03022445700 (第30画像日) 、密大日記、密大日妃　大正7年　4冊の内の3, 「砲兵

工廠製造兵許ヲ外国二売込方二付中間二組合ヲ股ケ)峨(防衛庁防御肝宛祈) 0
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(ll) JACAR--C03022607600、密大日紀、密大日記　大正12年　6冊の内の3 「外国-兵器売込二関

ス/t#」 (防衛庁防衛研究所) o

(12) JACARC03022607600 (第14画像目) 、薗大日記、密大日記　大正12年　6冊の内の3 「外

国-兵貯売込二関スル件」 (防衛庁防衛研究所) 0

(13) JACAR:C01003812100、密大日記、昭和3年密大日記　第3冊「外国へ兵鰐売込二関スル件」

(防衛庁防衛研究所) 0

(14)JACAR:COIOO3813900 (第5画像目) 、虜大日記、昭和3年密大El記　第3冊「泰平組合継続

二関スル件」 (防衛庁防衛研翻。

(15) JACAR:C01003813900 (第6画像目) 、密大日記、昭和3年癒大日記第3冊「泰平組合継続

二関スル件」 (防衛庁防衛研兜折) 。

(16) JACARCOK氾1173300、大日紀甲脚召和05年r泰平組合継続二関スノ咋ト」 (防衛庁防衛研究

所)0

(17)JACAR:COIOO3919400 (第3画像目) 、嘘大日記、昭和5年密大日記　第3冊統「兵器排下並

二借用ノ件」 (防衛庁防衛研宛祈) 。

(18) JACARCOIOO3919300 (第5画像目) 、密大日記、昭和5年密大日紀　第3冊続「兵鰐梯下

並二借用ノ件」 (防衛庁防衛研妬刑。

(19)JACAR:C01003919000 (第6画像日) 、密大日記、昭和5年密大日記　第3冊続r兵器沸下並

二借用ノ件」 (防衛庁防衛研究所) 0

(20) JACAR:C01003953400、密大日記、昭和6年癖大日記　第1冊「泰平組合継続二関スル件J (防

衛庁防衛研究所) 0

(21)JACAR:C01003813900 (第7画像目) 、癒大日記、昭和6年密大日記　第1冊「泰平組合継続

二関スル件」 (防衛庁防衛研究所) 0

(22) JACAR:C01007477400、密大日記、昭和9年密大日記　第2冊「外国-兵器売込二関スル件」

(防衛庁防衛研究所) 。

(23)JACAR:C01007723900、壇大日紀、昭和14年陸齢密大日記　第2冊1J2 「昭和通商株式会社二

関スル件」 (防衛庁防衛研究所) 。

(24) JACAR:C03022332700、密大日記、癒大日記大日記甲輯　大正年4冊の内の4 r泰平組合-払

下兵辞代金延納二関スノ岬h (防衛庁脚師形巳所) 0

(25) JACAR:B02130019500、外務省外交資料館、調書、調書、亜細亜局「中央政府之部」 。

(26)JACAR:B02130019500 (第4画像目) 、外務省外交資料館、調書、調書、亜細亜局「中央政府

之部」 。表中の行番号33の備考欄参照。

(27) JACAR:B02130019500、外務省外交資料館、調書、調書、亜細亜局「中央政府之部」 。

-20-



(28) JACARB02130019500 (第4画像目) 、外務省外交資料館、辞書、桐書、亜細亜局r中央政

府之部J o表中の行番号34の備考柵参照。

(29) JACAR:B02130019500 (第5画像目). 、外務省外交袈料館、調事、開音、亜細亜局r中央政府

之部」 。表中の行番号35及び36の備考柵参照。

(30) JACAR:B02130019500 (第5画胞目) 、外務省外交資料館、詞書、辞書、亜細亜局r中央政府

之部」。

(31)坂西利ノ咽沙将は、大正7 (1918)年9月から大正8 (1919)年8月まで大総統府軍事研究員

として招碑されている。また、昭和2 (1927)年当時張作拝の軍事顧問。

(32) JACARC03022511400、密大日記、薗大日紀　大正9年5冊のうち4 「触発交付ノ件」 (防

衛庁防衛研三和東) 。

(33)JACAR:C03011369700、大日記甲稗、大日紀甲輯　大正9年r軍需品払下ノ件」 (防衛庁防衛

研究所)0

(34) JACAR-C03022505700、密大日妃、密大日妃大正9年5冊の内3 「払下兵微量変更ノ件」 (防

衛庁防衛研死刑。

(35) JACAR:B02130019500 (第5画像目) 、外務省外交資料館、調書、辞書、亜細亜局坤央政府

之部」。

(36) JACAR:C03022486700 (第6画面) 、鹿大日妃、癖大日記　大正8年4冊のうち4 「大正七年

九月発行支那政府国庫柾券二関スル件」 (防衛庁防御肝籍和。

(37)JACAR:C03022487300 (第10画面目) 、聴大日記、密大日記　大正8年4冊のうち4 r泰平公

司対財政部国庫征券ノ期限二関スノ咋ト」 (防衛庁防御肝究所) 0

(38) JACAR:B02130154000 (第4画像目、第5画像目) 、外務省外交資料館、調書、柵書、亜細

亜局「中央政府之部」 。

(39) JACAR:A01200640000、内閣、公文類衆、外事、公文類衆・第五十六編・昭和七年・第十七

巻・外事-・国際- r日満議定軌(国立公文割勘。

(40) JACAR:COl(氾2817200、陸満機密.衣.普大日妃、昭和7年r満受大日妃(普) 14冊のうち其11」

r満11個軍什況報告」 (防衛庁防衛研翻。

(41)JACAR:A06031000600 (第42画像目) 、密大日記、昭和8年「密大日記」第4冊「奉天造兵

所二対スノ噸生文二関スル件」 (防衛庁防衛研三和殉。

(42) JACARCOK氾3982100、密大日紀、昭和08年「密大日記」第4冊「奉天造兵所二対スル兵器

注文二関スル件」 (防衛庁防軒肝宛殉。 r-・・・株式会社奉天造兵所ハ国防上戦時国軍ノ第う練兵器

製造所トシテ活躍セシムル必要アルニ付之力活力ヲ平時ヨリ培養保持セシムル為同社二対シ兵器ノ

注文ヲ必要トスルニ依ルー-」 。
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(43) JACAR: C010020788C札大日記乙稗、大日記乙槻昭和10年「兵給図面払下ノ件」 (防衛庁防

衛研究所) 。

(44)JACAR:B04120012600、外務省記録Z門　先例及雑/1類　先例(外務省外交史料館) o

(45)JACAR: C03022757500 (第5画面日) 、密大日紀、癖大日紀一大正15年6冊の内第3冊r文

男肝捗も器契約解除二関スル件」 (防衛庁防御肝朽刑。

(46)JACAR:B04120034500、外務省記録、 Z門　先例及雑/1類　先例(外務省外交史料館) 0

(47) JACAR:B030303021∝)、外務省記録1門　政治/1類　帝国外交、 2項　亜細亜r泰平組合

に関する件」 (外務省外交史料館) 0

(48) JACAR:C030227575(泊、密大日記、密大日記一大正15年、 r支那行兵器契約解除に関する件」

(防衛庁防肺肝究所) 。
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